
 

令和６年度第５回埼玉県最低賃金専門部会 

日時：令和６年８月１日（木） ９：３０～ 

場所：埼玉労働局 15階会議室 

議題 資料 

 

１ 埼玉県最低賃金の改正について 

 

２ その他 

 

 

  

参考資料１ 令和５年度業務改善助成金関連資料 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



令和５年度業務改善助成金関連資料



30円コース, 178件, 52%

45円コース, 67件, 20%

60円コース, 25件, 7%

90円コース, 70件, 21%

業務改善助成金申請コースの内訳

令和5年度業務改善助成金（通常コース）埼玉労働局版 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの支給決定事案を分析
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1～4人 5～9人 10～19人 20～29人 30～39人 40～49人 50～99人 100～199人

企業規模別の賃上げコースの内訳

令和5年度業務改善助成金（通常コース）埼玉労働局版 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの支給決定事案を分析

30円コース 45円コース 60円コース 90円コース
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業種分類別の賃上げコースの内訳

令和5年度業務改善助成金（通常コース）埼玉労働局版 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの支給決定事案を分析

30円コース 45円コース 60円コース 90円コース

件


